
 

 
 

（予約の取り消し等） 
第 24 条 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消 

した場合又は予定した借受時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合に

は、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社は予約申し

込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。          2.当社

は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡

契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。 

3. 第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなか

った場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約

取消手数料を差引いた額を返還するものとします。                                4.当社および借受人

は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの

請求をしないものとします。 
 
（中途解約手数料） 
第 25 条 借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する

貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 

中途解約手数料＝（貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応

する貸渡料金）×50％ 
 
（貸渡料金の払い戻し） 
第 26 条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人か

ら受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 

（1） 第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 

（2） 第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しか

ら貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 

（3） 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し

から中途解約により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額              2.前項の払

い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるとき  は、これと相殺

することができるものとします。 
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